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い
ま

、
佐

伯
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で
は
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もも
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にに
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しし
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の

実
現

を
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指
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て
い

る
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だ
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４
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Ｒ
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計
画

策
定

の
目

的
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ご
み

処
理

基
本

計
画

は
、

佐
伯

市
（

以
下

、「
本

市
」

と
い

う
。）

が
長

期
的

・
総

合
的

視
野

に
立

っ

て
、

計
画

的
に

一
般

廃
棄

物
（

ご
み

）
処

理
を

推
進

し
て

い
く

た
め

に
策

定
す

る
も

の
で

す
。

 

本
市

で
は

、
平

成
2

１
年

3
月

に
『

佐
伯

市
一

般
廃

棄
物

(ご
み

)処
理

基
本

計
画

」
を

策
定

し
、

そ

の
進

捗
状

況
に

応
じ

て
同

２
６

年
度

、
２

９
年

度
の

２
回

見
直

し
を

行
っ

て
き

ま
し

た
が

、
令

和
５

年

度
末

で
そ

の
計

画
期

間
が

終
了

し
ま

し
た

。
 

今
後

、
さ

ら
な

る
ご

み
の

減
量

化
・

資
源

化
を

促
進

し
、

本
市

に
ふ

さ
わ

し
い

循
環

型
社

会
の

形
成

を
図

る
た

め
、

新
た

に
「

第
２

次
一

般
廃

棄
物

(ご
み

)処
理

基
本

計
画

」
を

策
定

す
る

も
の

で
す

。
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計

画
の

期
間

は
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令
和

６
年

度
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0
2

4
年

度
)を

初
年

度
と

し
て

、
令

和
２

０
年

度
(2

0
３

８
年

度
)

ま
で

の
１

５
年

間
と

し
ま

す
。

 

本
計

画
は

、
概

ね
５

年
ご

と
に

見
直

し
を

行
う

こ
と

と
し

ま
す

。
た

だ
し

、
法

令
の

改
正

等
、

廃
棄

物
を

取
り

巻
く

社
会

情
勢

が
大

き
く

変
化

し
た

場
合

に
は

、
必

要
に

応
じ

て
見

直
し

を
行

い
ま

す
。

 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
令

和
６
年

度
 

（
2
0
2
4

年
） 

1
年

目
 

初
年

度
 

 

令
和

1
1

年
度

 

（
2
0
2
9

年
） 

６
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計
画

の
位

置
付

け
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
本

計
画

は
、

廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
本

市
に

お

け
る

一
般

廃
棄

物
の

処
理

に
関

す
る

計
画

の
う

ち
、

ご
み

処
理

に
関

す
る

計
画

を
定

め
る

も
の

で
あ

り
、

一
般

廃
棄

物
処

理
計

画
の

長
期

計
画

に
位

置
付

け
ら

れ
る

計
画

で
す

。
 

 

  

 
 

○
 
基

本
原

則
 

○
 
国

･
地

方
公

共
団
体

･
事

業
者

･国
民

の
責

務
 

○
 
国

の
施

策
 

「
循

環
型

社
会

形
成

推
進

基
本

計
画

」
 

 

環
 
境

 
基

 
本

 
法

 

 循
環

型
社

会
形

成
推

進
基

本
法

【
基

本
的

枠
組

法
】

 
 

【
 廃

棄
物

の
適

正
処

理
 
】
 

【
 
リ

サ
イ

ク
ル

の
推

進
 
】

 

資
源

有
効

利
用

促
進

法
 

 

 

廃
 
棄
 
物
 
処

 
理

 
法

 
 佐
伯

市
環

境
基

本
計

画
 

佐
伯

市
総

合
計

画
 

佐
伯

市
一

般
廃

棄
物

処
理

計
画

 

佐
伯

市
一

般
廃
棄

物
（
ご

み
）
処

理
基

本
計

画
 

 
(
長

期
計

画
)
 

佐
伯

市
一

般
廃
棄

物
（
ご

み
）
処

理
実

施
計

画
 

 
(
各

年
度

に
お

け
る

計
画

) 

 

リ
サ

イ
ク

ル
関

連
法
 

・
容

器
包

装
リ

サ
イ

ク
ル

法
 

・
家

電
リ

サ
イ

ク
ル

法
 

・
食

品
リ

サ
イ

ク
ル

法
 

・
建

設
リ

サ
イ

ク
ル

法
 

・
自

動
車

リ
サ

イ
ク

ル
法

 
・

小
型

家
電
リ

サ
イ

ク
ル

法
 

・
グ

リ
ー

ン
購

入
法

 
・

プ
ラ

ス
チ
ッ

ク
循

環
推

進
法
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ご
み

処
理

行
政

の
沿

革
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
市

に
お

け
る

ご
み

処
理
行

政
の

沿
革
は

、
次
の

と
お

り
で

す
。

 

年
 

沿
 

 
革

 
関

連
法

令
の

公
布

 

昭
和

3
9

年
 

佐
伯

市
が

収
集

車
で

の
ご

み
収

集
を

開
始

 
 

昭
和

4
5

年
 

 
「
廃

棄
物

処
理

法
」公

布
 

昭
和

5
1

年
 

蒲
江

町
ご

み
焼

却
場

竣
工

（
1
2
t/

日
）
 

 

昭
和

5
3

年
 

鶴
見

･米
水

津
清

掃
セ

ン
タ

ー
竣

工
（
８

t/
日

）
 

 
上

浦
町

清
掃

セ
ン

タ
ー

竣
工

（５
t/

日
）
 

昭
和

5
4

年
 

宇
目

町
清

掃
セ

ン
タ

ー
竣

工
（
８
t/

日
） 

 

昭
和

5
5

年
 

佐
伯

市
清

掃
セ

ン
タ

ー
竣

工
（
8
0
t/

日
）
 

 

昭
和

5
9

年
 

佐
伯

市
一

般
廃

棄
物

最
終

処
分

場
供

用
開

始
 

 

昭
和

6
0

年
 

蒲
江

町
ご

み
焼

却
場

増
設

（
1
2
t/

日
→

2
0
t/

日
） 

 

平
成

３
年

 
 

「
資

源
有

効
利

用
促

進
法

」
公

布
 

平
成

５
年

 
 

環
境

基
本

法
公

布
 

平
成

６
年

 
南

郡
西

部
清

掃
組

合
 ご

み
焼

却
施

設
竣

工
（
3
.4

t/
日

） 
 

南
郡

西
部

清
掃

組
合

 粗
大

ご
み

焼
却

施
設

竣
工

（
2
.3

t/
日

）
 

平
成

７
年

 
蒲

江
町

ク
リ
ー

ン
セ

ン
タ

ー
〔現

：
エ

コ
セ

ン
タ

ー
蒲

江
〕竣

工
（
1
8
t/

日
）
 

「
容

器
包

装
リ
サ

イ
ク

ル
法

」
公

布
 

平
成

1
0

年
 

 
「
家

電
リ
サ

イ
ク

ル
法

」公
布

 

平
成

1
1

年
 

 
ﾀ
ﾞｲ

ｵ
ｷ

ｼ
ﾝ
類

対
策

特
別

措
置

法
公

布
 

平
成

1
2

年
 

 

循
環

型
社

会
形

成
推

進
基

本
法

公
布

 

「
食

品
リ
サ

イ
ク

ル
法

」公
布

 

「
建

設
リ
サ

イ
ク

ル
法

」公
布

 

「
グ

リ
ー

ン
購

入
法

」
公

布
 

平
成

1
3

年
 

蒲
江

町
一

般
廃

棄
物

最
終

処
分

場
 

供
用

開
始

 
 

平
成

1
4

年
 

 
「
自

動
車

リ
サ

イ
ク

ル
法

」
公

布
 

平
成

1
5

年
 

佐
伯

地
域

広
域

市
町

村
圏

事
務

組
合

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

 
竣

工
 

（
ガ

ス
化

溶
融

炉
：
1
1
0
t/

日
、

リ
サ

イ
ク

ル
プ

ラ
ザ

3
3
t/

日
）
 

 
蒲

江
町

を
除

く
市

町
村

の
ご

み
を

す
べ

て
エ

コ
セ

ン
タ

ー
番

匠
で

処
理

す
る

た
め

、
そ

れ
ま

で
の

各
施

設
で

の
処

理
を

終
了

 

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

の
供

用
開

始
に

よ
り
、

各
市

町
村

の
ご

み
の

分
別

方
法

を
変

更
 

平
成

1
7

年
 

市
町

村
合

併
に

よ
り
、

新
佐

伯
市

と
し

て
ご

み
処

理
を

開
始

 
 

市
町

村
合

併
に

よ
り
、

有
料

指
定

ご
み

袋
制

を
市

全
域

で
適

用
 

平
成

2
0

年
 

委
託

業
者

に
よ

る
家

庭
ご

み
収

集
運

搬
業

務
に

つ
い

て
、

全
市

域

を
４
地

域
（
A
B
C
D

地
区

）
に

区
分

け
し

開
始

 

 

資
源

物
（
飲

食
用

の
ビ

ン
・
カ

ン
）
の

有
料

指
定

ご
み

袋
制

を
廃

止
・

無
料

化
す

る
と

と
も

に
、

ビ
ン

・
カ

ン
・
ペ

ッ
ト
ボ

ト
ル

の
資

源
ご

み
回

収
を

開
始

 

蒲
江

地
域

の
「
燃

え
る

ご
み

」
以

外
の

ご
み

を
エ

コ
セ

ン
タ

ー
番

匠

に
搬

送
し

、
リ
サ

イ
ク

ル
プ

ラ
ザ

で
の

処
理

を
開

始
 

平
成

2
1

年
 

 
「
海

岸
漂

着
物

処
理

推
進

法
」公

布
 

平
成

2
4

年
 

 
「
小

型
家

電
リ
サ

イ
ク

ル
法

」
公

布
 

平
成

2
6

年
 

資
源

ご
み

（
小

型
家

電
）
の

拠
点

回
収

を
開

始
 

 

平
成

2
8

年
 

エ
コ

セ
ン

タ
ー

蒲
江

の
廃

止
（
平

成
2
8

年
3

月
3
1

日
）
 

市
内

全
域

の
全

て
の

ご
み

の
処

理
を

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

に
集

約
 

 

令
和

3
年

 
 

「
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
資

源
循

環
法

」
公

布
 

令
和

5
年

 
第

2
次

佐
伯

市
一

般
廃

棄
物

（
ご

み
）
処

理
基

本
計

画
策

定
 

 

 
 

第
２

章
 

ご
み

処
理

の
現

状
と

課
題

 

－3－
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 ２
 

ご
み

処
理

の
流

れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ご
み

処
理

に
関

す
る

一
連

の
過

程
は

、
ご

み
の

「
収

集
・

運
搬

」
か

ら
始

ま
り

、
次

に
「

中
間

処
理

」、

「
最

終
処

分
」

と
な

り
ま

す
。

  

   

              」
 

         

 
 

■
 
ご

み
処

理
体

制
フ

ロ
ー

 
 

＜
 最

終
処

分
 
＞

 
        

     
 

 
＜

 
中

間
処

理
 
＞

 
              

 
＜

収
集

・
運

搬
＞

 
                  

佐
伯

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

 
 

蒲
江

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

 

 

回
収
資

源
物

 

 

資
源

物
の

回
収

業
者

等
 

【
エ

コ
セ

ン
タ

ー
番

匠
】

 

  
リ

サ
イ

ク
ル

プ
ラ

ザ
 

(破
砕

･選
別
･圧

縮
処

理
) 

燃
え

な
い

ご
み

 

資
源

物
 

(飲
食

用
の

ﾋﾞ
ﾝ･

ｶﾝ
･ﾍ

ﾟｯ
ﾄﾎ

ﾞﾄ
ﾙ)

 

有
害

物
 

粗
大

ご
み

 

燃
え

る
ご

み
 

ガ
レ

キ
類

 

 

ガ
ス
化

溶
融

炉
 

（
ガ

ス
化

･
溶

融
処

理
）

 

溶 融 ス ラ グ 

 

溶 融 メ タ ル 

資
源

物
 

(
紙

･
布

類
)
 

処 理 残 さ 

溶 融 飛 灰 

資
源

物
 

（
小

型
家

電
）
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 ガ
レ

キ
類

燃
え

る
ご

み
燃

え
な

い
ご

み
粗

大
ご

み
有

害
物

資
源

物
資

源
物

資
源

物
資

源
物

（埋
立

ご
み

）
（
紙

類
）

（
布

類
）

（
小

型
家

電
）

関
連

施
設

排
出

ご
み

脱
水

汚
泥

し
さ

掘
起

し
ご

み

沈
砂

リ
サ

イ
ク

ル
プ

ラ
ザ

溶
融

（
焼

却
)施

設
破

砕
選

別
残

渣
資

源
物

古
鉄

破
砕

鉄
ｽ

ﾁ
ｰ
ﾙ

缶
ﾌ
ﾟﾚ

ｽ
ガ

レ
キ

類
ｱ
ﾙ

ﾐ缶
ﾌﾟ

ﾚｽ
ｶﾞ

ﾗ
ｽ

ｶﾚ
ｯ
ﾄ

ｴﾈ
ﾙ

ｷ
ﾞｰ

回
収

ﾘﾀ
ｰ
ﾅ
ﾌ
ﾞﾙ

ﾋ
ﾞﾝ

ﾍ
ﾟｯ

ﾄﾎ
ﾞﾄ

ﾙ
乾

電
池

・
蛍

光
管

そ
の

他

資
源

物

直
接

最
終

処
分

量
溶

融
ﾒ
ﾀﾙ

中
間

処
理

後
資

源
化

量
直

接
資

源
化

量
溶

融
ｽ

ﾗ
ｸ
ﾞ

焼
却

残
渣

（埋
立

物
）

最
終

処
分

場
総

資
源

化
量

最
終

処
分

量
ﾘｻ

ｲｸ
ﾙ

率

最
終

処
分

率

1,
06

8
ｔ

20
%

4
%

5
1
ｔ

3
,0

7
9t

4
,3

4
4
t

1
,1

17
t

9
8
9t

5
,4

6
1t

5
8
5t

0
t

3
9
t

8
7
t

28
ｔ

17
5
t

0
t

8
,8

9
8M

W
h

13
2
t

1
2
t

1
t

計
6
8
0
ｔ

23
4
t

計
4
ｔ

計
2
3
ｔ

1,
15

4
t

6
t

1,
74

1
t

4
t

計
2
,9

0
5
t

3
,4

5
6
t

25
,9

8
2
t

2
,7

4
8
t

1
,0

90
t

4
t

2
3
t

計
2
0

,3
3
3

ｔ
計

1
,2

8
9
ｔ

計
1
,4

0
3
ｔ

計
1
2
ｔ

計
7
5
2
ｔ

計
1
,0

9
0
ｔ

事
業

系
4
t

1
2
t

事
業

系
2
8
t

4
7ｔ

事
業

系
6
,1

9
8t

事
業

系
3t

ご
み

排
出

量
2
4
,9

5
3
ｔ

（
飲

食
用

の
ﾋ
ﾞﾝ

･
ｶ
ﾝ
・

ﾍ
ﾟｯ

ﾄﾎ
ﾞﾄ

ﾙ
）

家
庭

系
14

,1
3
5t

家
庭

系
1
,2

8
6t

家
庭

系
1
,3

9
9
t

家
庭

系
72

4
t

（
乾

電
池

・
蛍

光
灯

）

人
口

68
,6

6
2
人

ご
み

処
理

量
2
7
,8

5
8
ｔ

 
                                         

 
※

１
）

ご
み

総
処

理
量

 
：

 
本

市
が

処
理

す
る

ご
み

の
総

量
（

家
庭

系
ご

み
、

事
業

系
ご

み
、

そ
の

他
の

ご
み

の
合

計
）

を
 

示
し

ま
す

。
 

※
２

）
ご

み
排

出
量

 
：

 
家

庭
や

事
業

所
か

ら
排

出
さ

れ
、

本
市

が
受

入
す

る
ご

み
の

総
量

を
示

し
ま

す
。

 
 

 
 

■
 
ご

み
処

理
フ

ロ
ー

(令
和

3
年

度
) 

 

令
和

3
年

9
月

末
現

在
 

※
1
 

※
2
 

－4－
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 ３
 

ご
み

処
理

施
設

の
概

要
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
○

 
中

間
処

理
施

設
の

概
要

 

   
○

 
最

終
処

分
施

設
の

概
要

 
           

 

エ コ セ ン タ ー 番 匠 

所
 
 

在
 

 
地

 
 

佐
伯

市
東

浜
１

番
3
8

号
 

建
 
設

 
年

 
月

 
 

（
着

工
）
平

成
1
2

年
1
0

月
 

（
竣

工
）
平

成
1
5

年
３
月

 

ガ
ス

化
 

溶
融

施
設

 

処
理

能
力

 
 

1
1
0
ｔ/

日
（
5
5
ｔ/

2
4
ｈ
×

２
炉

）
 

処
理

対
象

 
 

燃
え

る
ご

み
、
破

砕
･選

別
処

理
残

さ
等

 

処
理

方
式

 
 

全
連

続
シ

ャ
フ

ト
炉

式
ガ

ス
化

溶
融

方
式

 

余
熱

利
用

 
 

蒸
気

タ
ー

ビ
ン

発
電

 
〔
1
,6

0
0
kW

〕
 

リ
サ

イ
ク

ル
 

プ
ラ

ザ
 

処
理

能
力

 
 

3
3
ｔ/

５
h 

処
理

対
象

 
 

燃
え

な
い

ご
み

、
資

源
物

(飲
食

用
の

ビ
ン

･カ
ン

･ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

)、

粗
大

ご
み

 

処
理

方
式

 
 

破
砕

、
選

別
、
圧

縮
処

理
 

佐 伯 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 

所
 

 
在

 
 

地
 

 
佐

伯
市

大
字

長
良

字
沖

ノ
島

 

埋
立

 

処
分

場
 

供
用

開
始

 
 

昭
和

5
8

年
５
月

 

埋
立

面
積

 
 

 
2
7
,4

8
3
 
㎡

 

埋
立

容
量

 
 

1
1
4
,7

2
9
 
㎥

 

残
余

容
量

 
 

2
4
,1

5
7
 
㎥

（
令

和
4

年
3

月
3
1

日
現

在
）
 

埋
立

対
象

物
 

 
溶

融
飛

灰
、

ガ
レ

キ
類

 

埋
立

方
法

 
 

セ
ル

方
式

、
準

好
気

性
埋

立
 

浸
出

水
 

処
理

施
設

 

処
理

能
力

 
 

1
4
5
 
㎥

／
日

 

処
理

方
法

 
(流

入
) 

→
 
接

触
曝

気
 
→

 
凝

集
沈

殿
 
→

 
砂

ろ
過

 

 
 
 

 
 
 
 
→

 
活

性
炭

吸
着

 
→

 
滅

菌
 
→

 
(放

流
) 

蒲 江 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 

所
 

 
在

 
 

地
 

 
佐

伯
市

蒲
江

大
字

蒲
江

浦
1
2
2
2

番
地

３
 

埋
立

 

処
分

場
 

供
用

開
始

 
 

平
成

1
3

年
４
月

 

埋
立

面
積

 
 

 
4
,3

0
0
 
㎡

 

埋
立

容
量

 
 

2
5
,0

0
0
 
㎥

 

残
余

容
量

 
 

1
4
,7

0
9
 
㎥

（
令

和
4

年
3

月
3
1

日
現

在
）
 

埋
立

対
象

物
 

 
焼

却
残

さ
、

ガ
レ

キ
類

 

埋
立

方
法

 
 

サ
ン

ド
イ

ッ
チ

・
セ

ル
方

式
、

準
好

気
性

埋
立

 

浸
出

水
 

処
理

施
設

 

処
理

能
力

 
 

3
5
 
㎥

/
日

 

処
理

方
法

 
(流

入
) 

→
 
ｶ
ﾙ

ｼ
ｳ
ﾑ

除
去

 
→

 
接

触
曝

気
 
→

 
膜

処
理

 

 
 
→

 
活

性
炭

吸
着

 
→

 
ｷ

ﾚ
ｰﾄ

処
理

 
→

 
滅

菌
 
→

 
(放

流
) 
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 ４
 

ご
み

処
理

実
績

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

（
１

）
ご

み
排

出
量

の
推

移
 

 
 

 本
市

に
お

け
る

ご
み

の
排

出
量

は
、

多
少

の
増

減
は

あ
り

ま
す

が
、

や
や

減
少

傾
向

で
推

移
 

し
て

い
ま

す
。

 

  
 

単
位

 
平

成
2
9

年
 

平
成

3
0

年
 

令
和

元
年

 
令

和
2

年
 

令
和

3
年

 

①
処

理
人

口
（
９
月

末
）
 

人
 

7
3
,1

4
7
 

7
2
,0

4
4
 

7
0
,9

1
8
 

6
9
,8

5
0
 

6
8
,6

6
2
 

②
世

帯
数

（９
月

末
）  

世
帯

 
3
3
,4

8
0
 
 

3
3
,3

9
7
 
 

3
3
,3

9
7
 
 

3
3
,3

4
5
 
 

3
3
,2

9
8
 
 

家
庭

系
事

業
系

排
出

量
合

計
 

③
＝

④
＋

⑤
 

t/
年

 
2
6
,0

8
3
 
 

2
5
,3

0
4
 
 

2
5
,9

5
5
 
 

2
5
,2

0
0
 
 

2
4
,9

5
3
 
 

④
家

庭
系

ご
み

排
出

量
 

t/
年

 
1
9
,3

9
3
 
 

1
8
,8

0
0
 
 

1
9
,2

5
2
 
 

1
8
,9

9
6
 
 

1
8
,7

1
6
 
 

⑤
事

業
系

ご
み

排
出

量
 

t/
年

 
6
,6

9
0
 
 

6
,5

0
4
 
 

6
,7

0
3
 
 

6
,2

0
4
 
 

6
,2

3
7
 
 

１
人

１
日

当
た

り
の

ご
み

排
出

量
 

ｇ
/
人

・日
 

7
2
6
 

7
1
5
 

7
4
4
 

7
4
5
 

7
4
7
 

 
 

※
１

人
１

日
当

た
り
の

排
出

量
＝
家

庭
系
ご

み
排

出
量
÷

処
理

人
口

÷
３
６

５
日
 

    

 
 

 

6,
69

0 
6,

50
4 

6,
70

3 
6,

20
4 

6,
23

7 

19
,3

93
 

18
,8

00
 

19
,2

52
 

18
,9

96
 

18
,7

16
 

73
,1

47
72

,0
44

70
,9

18
69

,8
50

68
,6

62

33
,4

80
 

33
,3

97
 

33
,3

97
 

33
,3

45
 

33
,2

98
 

010
,0

00

20
,0

00

30
,0

00

40
,0

00

50
,0

00

60
,0

00

70
,0

00

80
,0

00

0

5,
00

0

10
,0

00

15
,0

00

20
,0

00

25
,0

00

30
,0

00

35
,0

00

40
,0

00

平
成

29
年

平
成

30
年

令
和

元
年

令
和

2年
令

和
3年

⑤
事

業
系

ご
み

排
出
量

④
家

庭
系

ご
み
排

出
量

①
処

理
人

口
（

９
月
末

）
②

世
帯
数

（
９
月

末
）

ご
み

排
出
量

の
推

移
 

ご み 排 出 量 （ ｔ ／ 年 ） 

処 理 人 口 ・ 世 帯 数 

－5－
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 （
２

）
リ

サ
イ

ク
ル

率
の

推
移

 
 

本
市

に
お

け
る

総
資

源
化

量
※

１
及

び
リ

サ
イ

ク
ル

率
※

２
は

、
ほ

ぼ
横

ば
い

で
推

移
し

て
い

ま
す

。 

 

 
 

単
位

 
年

度
 

平
成

29
 

平
成

3
0 

令
和

元
 

令
和

２
 

令
和

３
 

①
ご

み
排

出
量

 
ｔ／

年
 

2
6,

08
3
 

25
,3

0
4 

2
5,

95
5 

25
,2

00
 

24
,9

53
 

②
総

資
源

化
量

 
ｔ／

年
 

5
,6

58
 

5,
66

6 
5,

72
0 

5
,9

14
 

5
,4

61
 

 
③

リ
サ

イ
ク

ル
率

 
－

 
22

%
 

2
2%

 
2
2
% 

23
% 

22
%
 

④
中

間
処

理
に

 

よ
る

減
量

化
量

 

ｔ／
年

 
19

,2
77

 
1
8,

44
4 

1
9,

11
9 

18
,1

31
 

18
,4

24
 

－
 

74
%
 

7
3%

 
7
4
% 

72
% 

74
%
 

⑤
最

終
処

分
量

 

⑤
＝

①
－

②
－

④
 

ｔ／
年

 
1
,1

48
 

1,
19

4 
1,

11
6 

1
,1

55
 

1
,0

68
 

－
 

4
%
 

5
% 

4
% 

5
% 

4
%
 

 
 

  
 

※
１

）
総

資
源

化
量

 
：

 
分

別
収

集
に

よ
る

「
資

源
ご

み
」

や
ご

み
処

理
施

設
で

回
収

し
た

資
源

物
(溶

融
ス

ラ
グ

 

 
や

溶
融

メ
タ

ル
)の

総
量

を
示

し
ま

す
。

 
※

２
）

リ
サ

イ
ク

ル
率

 
：

 
ご

み
排

出
量

（
家

庭
系

・
事

業
系

）
に

対
す

る
総

資
源

化
量

の
割

合
で

す
。

 

                            

1,
14

8 
1,

19
4 

1,
11

6 
1,

15
5 

1,
06

8 

19
,2

77
 

18
,4

44
 

19
,1

19
 

18
,1

31
 

18
,4

24
 

5,
65

8 
5,

66
6 

5,
72

0 
5,

91
4 

5,
46

1 

22
%

22
%

22
%

23
%

22
%

0%5%10
%

15
%

20
%

25
%

0

5,
00

0

10
,0

00

15
,0

00

20
,0

00

25
,0

00

30
,0

00

35
,0

00

Ｈ
２

９
Ｈ

３
０

R元
R2

R３

ご
み

の
排

出
量
と

リ
サ
イ

ク
ル
率

の
推
移

⑤
最

終
処

分
量

④
中

間
処

理
に
よ

る
減
量

化
量

②
総

資
源
化

量
③

リ
サ

イ
ク

ル
率

 

- 9
 - 

 （
３

）
ご

み
の

性
状

 
 

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

に
お

い
て

実
施

し
た

ご
み

質
調

査
に

お
け

る
本

市
の

ご
み

の
性

状
は

、

次
の

と
お

り
で

す
。

ご
み

の
組

成
は

、「
紙

類
、

布
類

」、
「

ビ
ニ

ー
ル

、
合

成
樹

脂
、

ゴ
ム

、
皮

革
類

」、
「

ち
ゅ

う
芥

類
」
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合
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、
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加
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あ
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ま
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。
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エ
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。
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。
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掘
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６ 施策評価 

  前回の計画における施策について、これまでの取組を以下のとおり評価しました。 

  今後、継続するものであっても、事業の見直しを行いながら取り組んでいきます。 
 
 
 
 
 

施 策 内     容 
取組 

評価 
成果 

今後

の方

向性 

排
出
抑
制 

レジ袋の削減と

マイバッグの普

及 

マイバッグ持参率 80％以上を目標にレジ袋削

減の取組を実施。令和元年度の本市におけるマ

イバッグ持参率は平均 8４.１％（大分県平均 8

３.６％）であった。令和２年７月から全国で有

料化が開始された。 

○ ○ 終了 

環境教育及び啓

発活動の推進 

市報、ケーブルテレビ等を活用した啓発活動や

施設見学の小学生を対象に環境教育・環境学習

を行った。 

○ △ 継続 

過剰包装削減の

取組 
市報等を通じて啓発を行った。 △ △ 継続 

生ごみに関する

減量化の推進 

家庭の生ごみの減量化を推進するため、生ごみ

処理容器（キエ—ロ）の支給及び貸与を行い生

ごみの自家処理の促進を図る。また食育イベン

ト等で生ごみリサイクルの PR 活動を行った。 

○ ○ 継続 

“もったいねぇ”

を合言葉にした

再使用を推進 

市報等を通じて啓発を行った。市内リユース店

舗の紹介や、ジモティーとの協定締結を行っ

た。 

〇 〇 継続 

再
使
用
、
再
生
利
用
の
推
進 

リサイクル紙
し

と

る？ 

家庭ごみ収集日程表、市報、ケーブルテレビ等

により啓発活動を行った。 
○ △ 継続 

「資源ごみ」のリ 
サイクルの推進 

市報、ケーブルテレビ等を活用した啓発活動を

行った。 
○ △ 継続 

家庭ごみの正し

い分別と排出マ

ナーの向上 

家庭ごみ収集日程表、市報、ケーブルテレビ等

により啓発活動を行った。 
○ ○ 継続 

小型家電の分別

回収の取り組み 

小型家電の分別回収によるリサイクルが促進

された。また、リネットジャパンとの協定を締

結し、パソコン等の訪問回収も市で回収可能と

なり市民の利便性もあがった。 

○ ○ 継続 

 

   ○：目標を十分達成しているもの 

     △：目標に向け施策・事業が進んでいるもの  

     ×：目標達成への効果が不十分なもの 

 
成果 

 ○：取組が実施できているもの 

    △：取組が概ね実施できているもの 

    ×：取組が不十分であるもの 

取組 

評価 

－8－
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７ 課題                            

 
 

（１）ごみ発生回避（リフューズ） 
スーパー、コンビニではレジ袋や割りばし、過剰包装など、不要と思われるも

のは断り、不要なパンフレットや広告物は受入を拒否するなどごみの原因となる

ものを持ち込まない工夫や、計画的な買い物をし、必要な物・量を購入する。ご

みになるものは買わないなどの啓発活動を行う必要があります。 
 

（２）ごみの排出抑制（リデュース） 
    本市においては、これまでにも生ごみ処理機の購入費用への補助や生ごみ処理

容器（ミニキエーロ・ベランダ de キエーロ）の支給及び貸与による生ごみの自

家処理促進、市報やケーブルテレビを活用したごみの排出抑制についての市民へ

の広報活動等を実践してきました。これらの取組は、市民のごみの排出抑制に対

する意識の向上にある程度の効果があったと考えられます。 

    今後とも、更にごみの排出抑制（リデュース）を行うため、ごみ減量等に関す

る啓発活動を行う必要があります。 

 

（３）再使用（リユース） 
不用品バザーやフリーマーケット又はリターナブルビンの使用等リユースへ 

の取組の幾つかは、既に市民の方々が自発的に行っているごみ減量化に向けての 

行動のひとつです。 

本市では、令和３年１月に「株式会社ジモティー」と市内のリユース活動の促

進と環境負荷の少ない循環社会の形成を目的とした連携協力締結。 

今後も物を大切にすることや壊れても修理して使うといった再使用（リユース） 

の推進のための啓発活動を行う必要があります。 

 

（４）再生利用（リサイクル） 
本市のリサイクル率は、平成２9 年度から令和３年では平均２２％で推移して

おり、リサイクル率が停滞気味です。ごみ質調査の結果では、ここ数年は紙類が

全体の４割程度を占めており、更なる紙リサイクルの推進が必要です。 

「資源ごみ」の再生利用（リサイクル）を更に推進していくためには、ごみの 

分別排出と排出時のマナーの徹底を図り、市民や事業者の意識向上に努めていか 

なければなりません。 

 

平成２９年度から令和３年度までのごみ排出量は、ほぼ横ばいで推移しています。本

市は、今後も人口減少が予測されるものの、高齢化による単身世帯の増加など世帯の細

分化により、ごみ排出量の増加が考えられ、「排出量削減」の目標達成は困難な見込み

です。 

しかしながら、今後ごみ排出量の減量を推進することにより、中間処理費の削減、最

終処分量の減少、施設の延命など様々なメリットがあります。佐伯市環境基本計画の柱

である“ものを大切にし、安心して暮らせる循環型のまち”を実現していくためにも、

市民・事業者・行政の協働によってごみの減量化を進めていくことが大切です。 

ごみの排出量の削減を図るために、ごみを作らない、出さない工夫をし、そしてごみ

になったものは最大限再使用、再生利用する“４Ｒ”を推進していくことが必要です。 
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3 目標達成のための施策                     

令和 20 年度のごみ排出量を、令和 3 年度の 24,953ｔから 23,007ｔに削減す

ることを計画目標とします。 

   ごみ減量の目標達成に向けた具体的な取組は次のとおりです。 

 

○ 排出抑制 

環境教育及び啓発活動の推進   

 

市内の小・中学校を対象に施設見学の受入れを実施し、ごみの分別やリサイクル

について学習する活動を継続します。 

また市民を対象とした出張講座や各種イベントでの啓発活動を推進します。 

 

過剰包装削減の取組   

 

         市民は商品を購入する際、自発的に必要以上な包装を断わり、 

        また事業者は自主的に包装を簡素化するよう、市民への啓発及 

        び事業者への協力依頼に努めます。 

 

生ごみに関する減量化の推進   

 

  家庭から排出される生ごみを抑制するため、生ごみのたい肥化で野菜作りが体験

できる「生ごみリサイクル菌ちゃん野菜作りチャレンジ事業」を展開し、生ごみの減

量化の推進を図ります。 

 

○ 再使用、再生利用の推進 

「もったいねぇ」を合言葉にした再使用を推進 

 

不必要なものを購入しない、ものを大切にし、まだ使用できるもの 

  を安易にごみとして排出しないなど、「もったいねぇ」を合言葉に、 

  資源の有限性の啓発活動や、リサイクル関連の情報発信に努めます。 

 

リサイクル紙
し

とる？ 

 

新聞チラシ・ダンボール・その他の紙類を「資源」としてリサイクルするため、

「リサイクル紙
し

とる？」を合言葉に、引き続き分別方法の周知徹底及びリサイクル

の推進に努めます。 

市 民 事業者 行 政 

市 民 事業者 行 政 

市 民 事業者 行 政 

市 民 事業者 

市 民 行 政 

～リサイクルできる紙類 

 をしっかり分別しよう～ 
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「資源ごみ」のリサイクルの推進        

 

資源物であるビン・カン・ペットボトルのリサイクルを 

推進するため、更なるごみの分別マナーの徹底に向けた 

啓発等に取り組みます。 

 

家庭ごみの正しい分別と排出マナーの向上   

 

リサイクル率の更なる向上に向け、市民に正しい分別・排出マナーを徹底するた

め、分かりやすい分別パンフレット等の配布やケーブルテレビを使った啓発番組の

放送など、排出マナー向上に向けた取組を継続します。 

また、市民を対象としたごみ減量・分別等に関する講演会の開催や各種イベント

での啓発に取り組みます。 

 

小型家電の分別回収の取組   

 

 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」に基づき、小型家電の

分別回収によるリサイクルを推進します。 

 

  

市 民 事業者 行 政 

市 民 行 政 

市 民 行 政 
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少
量

の
も

の
に

限

る
。

) 

事 業 系 ご み 

燃
え

る
ご

み
 

（
事

業
系

一
般

廃
棄

物
） 

産
業

廃
棄

物
以

外
の

可
燃

物
（生

ご
み

、
紙

く
ず

、
木

く
ず

）
 

飲
食

用
の

ビ
ン

・
カ

ン
・
ペ

ッ

ト
ボ

ト
ル

（
あ

わ
せ

産
業

廃

棄
物

）
 

清
涼

飲
料

水
（お

茶
、

ジ
ュ

ー
ス

等
）
、

ア
ル

コ
ー

ル
類

（
ビ

ー
ル

、
ワ

イ
ン

等
）
、

調
味

料
類

（し
ょ

う
ゆ

、
み

り
ん

、
お

酢
等

）
の

空
容

器
 

■
 分

別
区

分
 

 

 

- 2
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収

集
･
運

搬
計

画
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１

）
収

集
･
運

搬
に

関
す

る
基

本
方

針
 

効
率

的
な

ご
み

の
収

集
を

行
う

た
め

、
市

全
域

に
お

い
て

統
一

し
た

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

方
式

に
よ

 

る
収

集
方

法
を

確
立

し
ま

す
。

引
き

続
き

、
ご

み
の

排
出

量
に

応
じ

た
合

理
的

な
収

集
･
運

搬
体

制

を
今

後
も

検
討

し
て

い
き

ま
す

。
 

 
 

 
（

２
）

収
集

･
運

搬
区

域
の

範
囲

 

 
 

計
画

収
集

区
域

は
、

市
全

域
を

対
象

と
し

、
家

庭
ご

み
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

ま
ま

４
つ

の
地

 

域
に

分
け

、
委

託
業

者
に

よ
り

行
い

ま
す

。
 

 （
３

）
収

集
･
運

搬
の

体
制

、
及

び
運

搬
方

法
 

 
 

収
集

･運
搬

の
体

制
、

及
び

運
搬

方
法

は
、

当
面

の
間

下
記

と
お

り
の

体
制

で
行

い
ま

す
。

 
 

 

 
 

 
 

 
 

収
集

場
所

 
収

集
回

数
 

収
集

形
態

 
手

数
料

 

家 庭 ご み 

燃
え

る
ご

み
 

集
積

所
 

1週
間

に
２

回
 

委
託

業
者

 
有

料
 

指
定

袋
 

燃
え

な
い

ご
み

 
集

積
所

 
4週

間
に

1
回

 
委

託
業

者
 

有
料

 
指

定
袋

 

粗
大

ご
み

 
戸

別
 

4週
間

に
1

回
 

（
予

約
）

 
市

直
営

 
有

料
 

ｽﾃ
ｯｶ

ｰ 

   資 源 物 

飲
食

用
の

ビ
ン

・
カ

ン
・

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

 

集
積

所
 

2週
間

に
1

回
 

委
託

業
者

 
無

料
 

紙
類

 
（

新
聞

）
 

紙
類

 
（

ダ
ン

ボ
ー

ル
）

 
紙

類
 

（
そ

の
他

の
紙

類
）

 

布
類

（
め

ん
10

0%
） 

小
型

家
電

 
指

定
場

所
 

1週
間

に
1

回
 

市
直

営
 

無
料

 
有

害
物

 
（

乾
電

池
・

蛍
光

灯
）

 
集

積
所

 
1週

間
に

2
回

 
委

託
業

者
 

無
料

 

多
量

ご
み

 
戸

別
 

予
約

 
市

直
営

 
有

料
 

ガ
レ

キ
類

 
な

し
 

−
−

−
 

許
可

業
者

 
有

料
 

事 業 系 ご み 

燃
え

る
ご

み
 

な
し

 
−

−
−

 
許

可
業

者
 

有
料

 

飲
食

用
ビ

ン
・

カ
ン

・
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル
 

な
し

 
−

−
−

 
許

可
業

者
 

有
料

 

※
 

自
己

搬
入

分
を

除
く

。
 

■
 収

集
･運

搬
の

体
制

及
び

方
法
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- 2
2 

- 
  （

４
）

計
画

収
集

・
運

搬
量

 
計

画
収

集
・

運
搬

量
は

、
令

和
３

年
度

実
績

に
対

し
、

令
和

2
0

年
度

ま
で

に
2

,4
5

2
ｔ

 

減
量

す
る

よ
う

努
め

ま
す

。
 

 
 

 
 

                        

６
 

中
間

処
理

計
画

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

（
１

）
中

間
処

理
に

関
す

る
基

本
方

針
 

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

は
、

平
成

1
5（

2
0

0
3

）
年

に
稼

働
を

開
始

し
、

2
0

年
目

を
迎

え
て

い
ま

す
。

 

今
後

も
本

市
が

実
施

主
体

と
な

り
、

計
画

的
に

中
間

処
理

（
溶

融
・

破
砕

・
選

別
・

圧
縮

処
理

及
び

 

再
資

源
化

等
）

を
エ

コ
セ

ン
タ

ー
番

匠
で

行
っ

て
い

き
ま

す
。

 

ま
た

、
計

画
処

理
区

域
は

市
全

域
を

対
象

と
し

ま
す

。
 

 

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

の
計

画
的

な
維

持
管

理
 

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

の
定

期
点

検
や

延
命

化
に

向
け

た
更

新
等

を
こ

れ
ま

で
ど

お
り

行
い

、
ご

み
 

の
適

正
か

つ
安

定
し

た
処

理
、

維
持

管
理

に
努

め
て

い
き

ま
す

。
 

   

27
,8

58
 

27
,1

76
 

26
,6

71
 

26
,0

38
 

25
,4

06
 

令
和
３

年
令

和
６

年
令

和
10

年
令

和
15

年
令

和
20

年

0

5,
00

0

10
,0

00

15
,0

00

20
,0

00

25
,0

00

30
,0

00

ご
み

処
理
量

計
画

収
集

・
運

搬
量

の
目

標
（

令
和

３
年

度
以

降
は

目
標

値
）

 

計 画 収 集 ・ 運 搬 量 （ ｔ ／ 年 ） 

 

- 2
3 

- 
 

 
資

源
物

回
収

の
推

進
 

 

収
集

さ
れ

た
「

資
源

物
」

は
、

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

で
更

に
選

別
(精

選
)を

行
い

、
資

源
の

品
質

を
下

げ
る

も
の

と
し

て
好

ま
し

く
な

い
不

適
物

や
異

物
の

除
去

を
行

っ
て

い
ま

す
。

こ
れ

ら
の

選
別

は
機

械
で

行
え

る
も

の
も

あ
り

ま
す

が
、

作
業

員
の

手
に

よ
っ

て
選

別
さ

れ
る

も
の

も
あ

り
ま

す
。
 

今
後

も
、

分
別

排
出

や
排

出
マ

ナ
ー

の
啓

発
を

推
進

し
、

排
出

さ
れ

た
ご

み
を

可
能

な
限

り
再

利

用
、

再
資

源
化

す
る

こ
と

で
リ

サ
イ

ク
ル

率
の

向
上

に
努

め
て

い
き

ま
す

。
 

 溶
融

処
理

に
よ

る
再

資
源

化
 

 

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

の
ご

み
処

理
（

溶
融

処
理

）
で

発
生

す
る

溶
融

ス
ラ

グ
及

び
溶

融
メ

タ
ル

は
、

全
て

再
資

源
化

し
て

い
ま

す
。

溶
融

ス
ラ

グ
は

、
舗

装
工

事
に

用
い

る
路

盤
材

や
下

水
道

工
事

に
用

い
る

埋
戻

材
と

し
て

再
利

用
さ

れ
、

ま
た

溶
融

メ
タ

ル
は

鉄
源

と
し

て
再

利
用

し
て

い
ま

す
。

 

今
後

も
、

こ
れ

ら
の

品
質

の
向

上
も

図
り

つ
つ

、
リ

サ
イ

ク
ル

の
推

進
と

最
終

処
分

量
の

削
減

の

た
め

、
溶

融
処

理
に

よ
る

廃
棄

物
の

再
資

源
化

を
引

き
続

き
行

っ
て

い
き

ま
す

。
 

 

余
熱

の
有

効
利

用
 

 

エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

で
は

、
ご

み
処

理
を

す
る

際
に

発
生

す
る

余
熱

を
有

効
利

用
す

る
た

め
、

ボ

イ
ラ

ー
で

蒸
気

を
発

生
さ

せ
て

発
電

を
行

っ
て

い
ま

す
。

発
電

し
た

電
力

は
施

設
に

必
要

と
な

る
電

力
と

し
て

利
用

し
、

余
っ

た
電

力
は

電
力

会
社

に
売

電
し

て
い

ま
す

。
 

今
後

も
、

余
熱

を
有

効
に

利
用

し
、

サ
ー

マ
ル

リ
サ

イ
ク

ル
（

熱
回

収
）

を
進

め
て

い
き

ま
す

。
 

 （
２

）
中

間
処

理
の

方
法

 

 
 

 
 

中
間

処
理

の
方

法
は

、
エ

コ
セ

ン
タ

ー
番

匠
に

て
現

行
ど

お
り

行
っ

て
い

き
ま

す
。

 
 

 

 
エ

コ
セ

ン
タ

ー
番

匠
 

燃
え

る
ご

み
 

溶
融

処
理

 

燃
え

な
い

ご
み

 
破

砕
、

選
別

処
理

 

資
源

物
(飲

食
用

の
ビ

ン
・

カ
ン

・
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル
) 

選
別

、
圧

縮
処

理
 

粗
大

ご
み

 
破

砕
、

選
別

処
理

 

有
害

ご
み

 
選

別
、

一
時

保
管

 

 
  

   

■
 
中

間
処

理
方

法
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- 2
4 

- 
 ７

 
最

終
処

分
計

画
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１

）
最

終
処

分
に

関
す

る
基

本
方

針
 

 
 

 エ
コ

セ
ン

タ
ー

番
匠

で
発

生
す

る
溶

融
飛

灰
や

ガ
レ

キ
類

は
、

佐
伯

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
 

場
及

び
蒲

江
一

般
廃

棄
物

最
終

処
分

場
で

埋
立

処
分

を
行

い
ま

す
。

 

 
 

 ま
た

、
最

終
処

分
場

の
浸

出
水

処
理

施
設

の
維

持
管

理
、

覆
土

の
実

施
、

残
余

容
量

の
把

握
な

 

 ど
、

定
め

ら
れ

た
基

準
に

従
っ

て
最

終
処

分
場

の
維

持
管

理
を

行
い

ま
す

。
 

 
 

 

侵
出

水
処

理
施

設
の

計
画

的
な

維
持

管
理

 

侵
出

水
処

理
施

設
の

各
設

備
の

老
朽

化
が

進
ん

で
い

ま
す

。
通

常
の

点
検

や
整

備
に

加
え

延
命

化
に

向
け

た
更

新
を

計
画

的
に

行
い

ま
す

。
 

 
（

２
）

最
終

処
分

の
方

法
 

 
 

 埋
立

に
よ

る
最

終
処

分
を

行
い

ま
す

。
埋

立
対

象
物

は
次

の
と

お
り

で
す

。
 

 

 

 
埋

立
対

象
物

 
最

終
処

分
の

方
法

 

佐
伯

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

 
溶

融
飛

灰
 

ガ
レ

キ
類

 
埋

 
立

 
蒲

江
一

般
廃

棄
物

最
終

処
分

場
 

 （
３

）
最

終
処

分
の

方
法

に
関

す
る

検
討

 

 
 

  
現

在
の

最
終

処
分

の
埋

立
計

画
で

は
、

佐
伯

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

は
、

令
和

6
年

度
 

ま
で

埋
立

処
分

を
行

う
計

画
で

す
。

 

 
 

  
ま

た
、

蒲
江

一
般

廃
棄

物
最

終
処

分
場

は
、

令
和

1
９

年
度

ま
で

引
き

続
き

埋
め

立
て

る
 

こ
と

が
可

能
で

す
が

、
今

後
の

最
終

処
分

の
在

り
方

を
考

え
た

場
合

、
埋

立
て

に
よ

る
最

終
 

処
分

の
方

法
に

よ
ら

ず
、

次
の

よ
う

な
適

正
な

資
源

化
の

方
法

に
つ

い
て

も
考

え
な

け
れ

ば
 

な
り

ま
せ

ん
。

 

 
 

  
近

年
、

全
国

的
に

見
て

も
最

終
処

分
場

を
新

た
に

建
設

、
整

備
す

る
こ

と
は

非
常

に
困

難
で

 

あ
り

、
本

市
も

例
外

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

そ
の

た
め

、
今

後
は

、
現

在
の

最
終

処
分

場
の

埋
立

 

物
の

減
量

化
を

図
る

こ
と

で
、

で
き

る
限

り
延

命
化

を
図

る
必

要
が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

溶
融

 

飛
灰

を
埋

め
立

て
ず

に
セ

メ
ン

ト
原

料
や

山
元

還
元

※
に

よ
る

再
資

源
化

技
術

が
進

歩
し

て
き

 

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
れ

ら
の

方
法

に
よ

る
再

資
源

化
に

向
け

た
調

査
、

検
討

を
進

め
ま

す
。

 
 

（
4

）
最

終
処

分
場

の
跡

地
利

用
 

 
  

 
最

終
処

分
場

の
埋

立
て

が
終

了
し

た
場

合
は

、
適

正
に

維
持

管
理

し
た

後
に

閉
鎖

し
ま

す
。

 

 
跡

地
の

利
用

に
つ

い
て

は
、

地
元

住
民

等
と

十
分

に
協

議
し

有
効

に
活

用
し

ま
す

。
 

 

※
）

山
元

還
元

：
溶

融
飛

灰
に

含
ま

れ
る

鉛
、

カ
ド

ミ
ウ

ム
な

ど
の

非
鉄

金
属

を
非

鉄
製

錬
技

術
で

単
一

物
質

に
還

元
し

、
 

 
資

源
化

す
る

処
理

方
法

で
す

。
 

 

■
 
最

終
処

分
の

方
法
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８
 

ご
み

処
理

に
係

る
そ

の
他

の
計

画
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
容

器
包

装
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

 

循
環

型
社

会
の

形
成

を
進

め
る

上
で

、「
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

容
器

包
装

」
は

、
分

別
回

収
を

行
い

、

リ
サ

イ
ク

ル
す

べ
き

品
目

で
す

。
国

内
の

再
商

品
化

方
法

の
約

4
0

％
は

マ
テ

リ
ア

ル
リ

サ
イ

ク
ル

※
１
を

、
約

6
0

％
は

ケ
ミ

カ
ル

リ
サ

イ
ク

ル
※

２
を

行
っ

て
い

ま
す

。
 

令
和

４
年

４
月

１
日

に
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

循
環

法
」

が
施

行
さ

れ
、

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

排
出

抑

制
並

び
に

回
収

及
び

再
資

源
化

に
よ

る
循

環
型

社
会

へ
の

移
行

が
推

進
さ

れ
て

い
ま

す
が

、
エ

コ
セ

ン
タ

ー
番

匠
で

は
、

既
に

ご
み

処
理

を
す

る
際

に
発

生
す

る
余

熱
を

有
効

利
用

し
て

発
電

を
行

う
サ

ー
マ

ル
リ

サ
イ

ク
ル

※
３
を

行
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

引
き

続
き

、
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
容

器
包

装
」

を
燃

料
と

し
て

熱
回

収
に

よ
る

リ
サ

イ
ク

ル
を

行
っ

て
い

く
こ

と
と

し
ま

す
。

 

今
後

は
、
「

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

製
容

器
包

装
」

に
関

す
る

マ
テ

リ
ア

ル
リ

サ
イ

ク
ル

の
技

術
の

動
向

や
分

別
回

収
を

行
っ

た
場

合
の

コ
ス

ト
等

を
総

合
的

に
勘

案
し

な
が

ら
、

分
別

回
収

の
実

施
に

つ
い

て
調

査
・

研
究

し
て

い
き

ま
す

。
 

 

 
   

 

 
用

 
 

 
途

 
令

和
３

年
度

 

マ
テ

リ
ア

ル
リ

サ
イ

ク
ル

 
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
製

品
(擬

木
、

パ
レ

ッ
ト

等
) 

4
0

.3
%

 

ケ
ミ

カ
ル

リ
サ

イ
ク

ル
 

高
炉

還
元

剤
 

 6
.3

%
 

コ
ー

ク
ス

炉
化

学
原

料
 

4
5

.7
%

 

合
成

ガ
ス

(石
油

化
学

原
料

、
燃

料
) 

7
.6

%
 

（
小

 
 

計
）

 
5

9
.6

%
 

白
色

ト
レ

イ
 

0
.1

％
 

（
合

 
 

計
）

 
1

0
0

.0
%

 

出
典

：
(公

財
)日

本
容

器
包

装
リ

サ
イ

ク
ル

協
会

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

 
 

※
１

）
マ

テ
リ

ア
ル

リ
サ

イ
ク

ル
 
：

 
不

要
に

な
っ

た
も

の
や

資
源

と
な

る
廃

棄
物

を
新

し
い

製
品

の
材

料
や

原
料

と

し
て

再
利

用
す

る
こ

と
で

す
。

 
※

２
）

ケ
ミ

カ
ル

リ
サ

イ
ク

ル
 

 
：

 
分

解
な

ど
の

化
学

的
工

程
に

よ
り

別
の

再
商

品
化

製
品

の
原

材
料

と
し

て
利

用

す
る

こ
と

で
す

。
 

※
３

）
サ

ー
マ

ル
リ

サ
イ

ク
ル

 
 
：

 
ご

み
処

理
の

際
に

発
生

す
る

熱
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
回

収
し

、
再

利
用

す
る

こ
と

で

す
。

 

 ■
 プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
容

器
包

装
再

商
品
化

製
品
販

売
実

績
の

経
年

推
移

 
 

 
「

プ
ラ
ス

チ
ッ
ク

製
容

器
包

装
」

で
あ

る
こ

と
を

示
す

マ
ー

ク
 

－16－



 

- 2
6 

- 
 

災
害

廃
棄

物
の

処
理

に
つ

い
て

 

 

台
風

や
大

雨
に

よ
り

市
内

の
河

川
や

海
岸

等
で

一
時

的
に

発
生

し
た

流
木

等
は

、
許

可
業

者
等

に

よ
る

適
正

な
処

理
と

再
資

源
化

を
推

進
し

ま
す

。
 

ま
た

、
今

後
も

災
害

廃
棄

物
の

対
応

に
つ

い
て

は
、

地
域

防
災

計
画

や
災

害
廃

棄
物

の
処

理
指

針

に
基

づ
き

検
討

を
行

う
ほ

か
、

平
成

３
０

年
に

策
定

さ
れ

た
「

佐
伯

市
災

害
廃

棄
物

（
ご

み
）

処
理

計
画

」
を

基
に

取
り

組
み

ま
す

。
 

 

在
宅

医
療

廃
棄

物
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

 

現
在

、
在

宅
医

療
廃

棄
物

※
に

つ
い

て
は

、
収

集
･
運

搬
業

務
や

ご
み

処
理

に
携

わ
る

作
業

員
の

安

全
確

保
の

た
め

、
感

染
の

お
そ

れ
が

な
い

紙
お

む
つ

や
点

滴
パ

ッ
ク

、
チ

ュ
ー

ブ
等

の
み

を
対

象
と

し
て

回
収

し
て

い
ま

す
。

そ
れ

以
外

の
注

射
針

な
ど

の
鋭

利
な

も
の

は
、

処
方

し
た

病
院

や
薬

局
な

ど
へ

の
返

却
を

お
願

い
し

て
い

ま
す

。
 

在
宅

医
療

廃
棄

物
の

受
入

れ
に

当
た

っ
て

は
、

排
出

者
に

お
け

る
分

別
排

出
の

徹
底

と
収

集
･
運

搬
や

ご
み

処
理

に
携

わ
る

作
業

員
の

安
全

確
保

、
生

活
環

境
の

保
全

上
支

障
が

生
じ

な
い

よ
う

な
適

正
な

処
理

が
図

ら
れ

な
け

れ
ば

な
り

ま
せ

ん
。

 

こ
の

た
め

、
在

宅
医

療
廃

棄
物

の
種

類
や

感
染

の
可

能
性

に
関

す
る

正
確

な
情

報
と

認
識

を
持

つ

こ
と

が
必

要
で

あ
り

、
在

宅
医

療
患

者
の

利
便

性
等

を
考

慮
し

て
行

政
、

医
療

関
係

機
関

等
が

密
接

な
連

携
を

図
り

、
今

後
も

適
正

な
収

集
･運

搬
や

処
理

方
法

を
確

立
で

き
る

よ
う

に
検

討
を

行
っ

て

い
き

ま
す

。
※

）
在

宅
医

療
廃

棄
物

：
在

宅
医

療
に

関
わ

る
医

療
処

置
に

伴
い

家
庭

か
ら

排
出

さ
れ

る
廃

棄
物

で
す

。
 

 漂
着

ご
み

へ
の

対
応

 

 

漂
着

ご
み

は
、

漁
業

に
支

障
を

き
た

す
ほ

か
、

本
市

の
景

観
資

源
で

あ
る

海
岸

部
の

環
境

保
全

の

観
点

に
お

い
て

も
問

題
と

な
っ

て
い

ま
す

。
 

風
水

害
等

に
よ

り
河

川
や

海
岸

部
に

漂
着

し
た

“
漂

着
ご

み
”

の
処

理
を

迅
速

に
行

い
、

漁
業

災

害
の

防
止

及
び

河
川

・
海

生
動

植
物

の
保

護
並

び
に

美
し

い
河

川
及

び
海

岸
を

守
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
平

成
2

1
年

７
月

1
5

日
に

「
海

岸
漂

着
物

処
理

推
進

法
」

が
公

布
・

施
行

さ
れ

、
平

成
３

０
年

に
は

一
部

改
正

さ
れ

ま
し

た
。

今
後

も
、

漂
着

ご
み

対
策

を
推

進
し

て
い

き
ま

す
。

 

ま
た

、
漂

着
ご

み
の

処
理

に
は

多
大

な
費

用
を

要
し

、
財

政
的

な
負

担
が

大
き

い
こ

と
か

ら
、

国

や
県

の
補

助
制

度
等

を
積

極
的

に
活

用
し

て
い

き
ま

す
。
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適
正

処
理

困
難

物
へ

の
対

応
 

 

廃
棄

物
処

理
法

第
６

条
の

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
４

つ
が

適
正

処
理

困
難

物
と

し
て

大

臣
か

ら
指

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

 

①
 
廃

ゴ
ム

タ
イ

ヤ
（

自
動

車
用

の
も

の
に

限
る

。
）

 

②
 
廃

テ
レ

ビ
受

像
器

（
2

5
型

以
上

の
大

き
さ

の
も

の
に

限
る

。
）

 

③
 
廃

電
気

冷
蔵

庫
（

2
5

0
リ

ッ
ト

ル
以

上
の

内
容

積
を

有
す

る
も

の
に

限
る

。）
 

④
 
廃

ス
プ

リ
ン

グ
マ

ッ
ト

レ
ス

 

上
記

①
は

、
販

売
事

業
者

や
廃

棄
物

処
理

法
に

基
づ

く
再

生
利

用
認

定
を

受
け

た
事

業
者

で
適

正

な
処

理
を

す
る

こ
と

と
し

、
上

記
②

と
③

は
、

家
電

リ
サ

イ
ク

ル
法

に
基

づ
く

回
収

シ
ス

テ
ム

が
確

立
さ

れ
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

上
記

④
に

つ
い

て
は

、
エ

コ
セ

ン
タ

ー
番

匠
で

の
処

理
が

可
能

で
す

。
 

な
お

、
上

記
以

外
の

本
市

で
の

適
正

処
理

が
困

難
な

物
に

つ
い

て
は

、
適

正
処

理
困

難
物

と
し

て

指
定

す
る

こ
と

と
し

、
販

売
者

等
で

の
適

正
な

処
理

を
推

進
し

て
い

き
ま

す
。

 

 

事
業

系
ご

み
の

減
量

化
・

資
源

化
の

推
進

に
つ

い
て

 

 

事
業

系
の

木
く

ず
・

剪
定

枝
・

刈
草

に
つ

い
て

は
、

市
の

清
掃

工
場

で
焼

却
せ

ず
に

、
民

間
施

設

等
を

活
用

し
た

再
資

源
化

が
図

れ
る

よ
う

検
討

を
行

い
ま

す
。

 

ま
た

、
事

業
系

食
品

廃
棄

物
の

減
量

化
・

再
資

源
化

を
促

進
す

る
た

め
、

具
体

的
な

取
組

事
例

や
 

再
資

源
化

ル
ー

ト
等

の
情

報
提

供
を

行
い

、
食

品
廃

棄
物

の
リ

サ
イ

ク
ル

に
向

け
た

事
業

者
の

自
主

 

的
な

取
組

を
支

援
し

ま
す

。
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計

画
の

進
行

管
理

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ○
 Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

進
行

管
理

 

ご
み

減
量

化
等

の
目

標
値

を
達

成
し

て
い

く
た

め
に

は
、

取
組

状
況

等
を

定
期

的
に

評
価

し
、

計

画
の

見
直

し
を

行
う

こ
と

が
必

要
で

す
。

 

こ
の

考
え

に
基

づ
き

、
今

回
の

見
直

し
以

降
も

、
P

la
n

(策
定

)、
D

o
(実

行
)、

C
h

e
c
k
(評

価
)、

A
c
ti
o
n

(見
直

し
)の

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル

に
よ

り
、

継
続

的
に

改
善

を
図

っ
て

い
き

ま
す

。
 

 

 
 

 

 

           

①
 
一

般
廃

棄
物

処
理

基
本

計
画

 

の
策

定
・

改
訂

 

（
P

la
n

）
 

②
 
計

画
の

実
行

 

（
D

o
）

 

④
 
計

画
の

見
直

し
 

（
A

c
ti
o
n

）
 

③
 
計

画
の

評
価

 

（
C

h
e
c
k
）

 

Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ

サ
イ

ク
ル
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